
個人事業税納税通知書広告掲載事務取扱要領 

 

  （趣旨） 

第１条  この要領は、広島県が発付する個人事業税納税通知書及び納付書の封筒に広告を

掲載することについて広島県広告取扱要綱及び広島県広告取扱基準に規定するもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 

  （広告枠等） 

第２条  広告枠は封筒裏面下部縦 8 ㎝×横 12 ㎝とする。 

２  広告には広告主及び広告主への連絡先を明瞭に表示しなければならない。 

３  広告の上部に縦 5 ㎜×横 10 ㎜以上の大きさで 広 告 と表示しなければならない。 

 

  （広告の募集方法） 

第３条 県は、広島県ホームページへの掲載、その他の方法により広く広報を行い、広告主

を募集する。 

２  広告の応募を行う者は、別紙様式「個人事業税納税通知書封筒広告掲載申込書」に必

要事項を記載の上、別に定める日までに県に提出するものとする。 

 

  （広告価格） 

第４条  広告申込書に記載する広告最低価格は 3 万円（消費税及び地方消費税を含む。）と

する。 

２  広告価格は広告の掲示費用（封筒への印刷費を含む。）とし、広告デザイン等の広告作  

成に要する費用は広告主の負担とする。 

 

  （広告主の選定） 

第５条  広告内容が、広島県広告取扱要綱第４条第２項及び広島県広告取扱基準第３に該

当しないものであり、個人事業税納税通知書の封筒に掲載する広告として適当であると

認められるもののうち、広告申込価格が最も高いものを広告主として決定する。 

  ただし、広島県広告取扱基準第２に該当する業種又は事業者は広告主としない。 

２ 県は、広告主の決定後、次の事項を広島県ホームページで公表する。 

  広告主の所在地（住所）、名称（氏名）及び広告申込価格 

 

  （広告内容の承認） 

第６条  広告主は掲載しようとする広告について、あらかじめ県の承認を受けなければな  

らない。 

 

  （広告原稿等の提出） 

第７条  広告主は別に定める日までに県に広告原稿を提出しなければならない。 



２  広告主は別に定める日までに県に広告の掲載についての承諾文書を提出しなければな

らない。 

 

  （個人事業税納税通知書広告審査会） 

第８条  個人事業税納税通知書及び納付書への広告掲載を適正に執行するため、個人事業

税納税通知書広告審査会（以下「税広告審査会」という。）を設ける。 

２  税広告審査会は、総務局財務部長、税務課長、西部県税事務所長及び広報課長をもっ

て構成する。 

３  税広告審査会は、必要があると認めるときは、他部局の職員の出席を求め、意見を聴

くことができる。 

 

 （広告掲載料の徴収） 

第９条 広告主は、県が広告を掲載した封筒によって個人事業税納税通知書を発付する日

の前月末までに公告掲載料を県に払い込まなければならない。 

 

  （その他） 

第１０条  この要領に定めるもののほか、個人事業税納税通知書及び納付書の封筒に掲載

する広告に関し必要な事項は別に定める。 

 

    附  則 

  この要領は、令和６年４月 26 日から施行し、令和６年度分の個人事業税納税通知書及び

納付書に係る広告から適用する。 

 

平成 28 年 11 月 15 日一部改正 

令和２年４月 13 日一部改正 

令和５年４月 18 日一部改正 

 令和６年４月 26 日一部改正 

 

 

 

 



（別紙様式） 

個人事業税納税通知書封筒広告掲載申込書 

 

     年  月発送の個人事業税納税通知書封筒及び      年  月発送の個人事業税納付書封

筒の裏面に広告を掲載したいので、個人事業税納税通知書広告掲載事務取扱要領に基づき申し込 

みます。 

申込年月日       年   月   日 

申 込 者 

所 在 地 

（住  所） 

〒□□□‐□□□□ 

名   称 

（氏  名） 
 

代表者職氏名  

連絡先電話番号 （      ）     － 

担当者部署  

担当者氏名  

申 込 価 格                    円 

 ※ 

広告の内容 

 

 

 

※広告代理店が申込者の場合には広告依頼主の所在地（住所）・名称（氏名）も明記してください。 

 
（注）１ 広告スペースは、個人事業税納税通知書封筒及び納付書封筒の裏面下部の縦8㎝×横12 

㎝です。 
また、広告には広告主及び広告主への連絡先を明示し、右上に縦5㎜×横10㎜程度の大
きさで 広 告 と表示してください。 

２ 申込価格は3万円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）以上としてください。 
３ 広告の内容は、申込時点での予定内容（例えば、○○のイメージアップ広告など）を記入

してください。 
４ 広告は、予定された内容を変更されても構いませんが、変更の有無にかかわらず事前に広

島県に原稿を提出し承諾を得てください。 
５ 広告の内容が個人事業税納税通知書にふさわしくないと認められる場合など、広島県か

ら変更をお願いすることがあります。 
６ 変更のお願いを承諾いただけない場合には、広告をお断りする場合があります。 
７ 広告の掲載される納税通知書は、    年度実績で約     人に対して発送して

いますが、毎年１月１日現在の納税義務者に発送するものであるため、年により若干の変
動があります。 


